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 (百万円未満切捨て) 

１．2026年12月期第１四半期の業績（2026年１月１日～2026年３月31日） 

（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率) 
 

 事業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2026年12月期第１四半期 17 △26.2 △122 ― △120 ― △256 ― 
2025年12月期第１四半期 24 △25.0 △81 ― △79 ― △79 ― 

  

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

2026年12月期第１四半期 △39.52 ― 
2025年12月期第１四半期 △12.33 ― 

  

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記
載しておりません。 

（２）財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

2026年12月期第１四半期 1,785 1,527 85.6 

2025年12月期 1,884 1,783 94.6 
 

(参考) 自己資本 2026年12月期第１四半期 1,527 百万円  2025年12月期 1,783 百万円 
     

２．配当の状況 

 
年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

2025年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 

2026年12月期 ―     

2026年12月期(予想)  0.00 ― 0.00 0.00 
 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
  

 
 
３．2026年12月期の業績予想（2026年１月１日～2026年12月31日） 
 

 
(％表示は、対前期増減率) 

 事業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期 113 24.2 △569 ― △564 ― △567 ― △87.44 
 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
 

 
  



 

 

※ 注記事項 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 
  

 
  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無 

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無 

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無 

 ④ 修正再表示 ： 無 
  

 
  

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2026年12月期１Ｑ 6,487,114 株 2025年12月期 6,487,114 株 

② 期末自己株式数 2026年12月期１Ｑ ― 株 2025年12月期 ― 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2026年12月期１Ｑ 6,487,114 株 2025年12月期１Ｑ 6,487,114 株 
  

 
  

※ 添付される四半期財務諸表に対する公認会計士又は監査
法人によるレビュー 

： 有（任意） 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 
 (将来に関する記述等についてのご注意) 
本資料に記載した業績予想等は、本資料発表日現在にて入手可能な情報をもとに、当社が合理的と判

断した一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因の変化等によって予
想数値とは大きく異なる可能性があることにご留意ください。 

業績予想に関する事項は、添付資料P．３「１．当四半期決算に関する定性的情報(３)業績予想など
の将来予測情報に関する説明」も併せてご参照ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期累計期間（2026年１月１日～2026年３月31日）における世界経済は、生成AIの普及や今後の需要拡大期

待に基づくデータセンター建設など、AI関連投資の拡大が後押しする形となり底堅く推移しました。その一方で、中東

情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格高騰やサプライチェーンの混乱、AI投資の過熱感への懸念など、地政学リスクと金

融市場の不確実性が下振れリスクとして認識されるようになりました。 

米国では、旺盛なAI関連投資と個人消費が牽引し、堅調に推移しました。欧州では、堅調な雇用所得環境を背景とし

た消費の回復と、デジタル・グリーン・防衛分野への投資拡大により、緩やかな回復基調をたどりました。中国では景

気刺激策の効果一巡から成長ペースが鈍化し、国内需要は力強さを欠き、また製造業の構造変化に伴う不透明感も広が

りました。 

日本経済は、賃金上昇の定着と実質賃金のプラス転換により個人消費が持ち直し、また企業の設備投資も拡大基調を

維持するなど、内需主導で緩やかに拡大しました。しかし、中東情勢の緊迫化による原油価格上昇が物価を押し上げ、

個人消費や輸出需要への下押し懸念が広がりつつあります。 

 

当社の強みである当社独自のAI創薬プラットフォームibVIS®においては、実装している複数の「ルールベースAI」に

大幅な改良を加えるなどして、2026年１月には応用範囲がより広く効果的なaibVISへのバージョンアップを図りました。 

「プラットフォーム事業」においては、機能強化を図った創薬プラットフォームaibVISを活用し、医薬品市場で最大

のセグメントである低分子医薬品の創出を、東レ株式会社、塩野義製薬株式会社、ラクオリア創薬株式会社、武田薬品

工業株式会社と共同創薬研究を通じて各々進めました。また、新たな契約の締結に向け、mRNA標的低分子医薬品及び

mRNA標的核酸医薬品の創薬に関心を持つ国内外の製薬会社等に、当社のプラットフォーム技術の紹介等のアプローチを

進めるとともに、2025年12月にmRNA標的化合物の共同探索研究の実施について合意したスイスのSpiroChem AGと、正式

な契約締結に向けた実務的な交渉を継続しました。 

 

当社が自社独自に進めている、mRNAを標的とする新たな医薬品創出（パイプライン創出）の取り組みでは、心臓血管

手術後に惹起される虚血性の急性腎不全を対象とする、ASOによる疾患治療のプロジェクトが順調に推移し、動物実験

の実施に向けた準備を進めました。また三菱ガス化学株式会社との核酸医薬品の創出を目的とした共同研究も順調に推

移しました。 

また当社が発案したカテーテルを使用するドラッグデリバリーシステム「Perfusio（パーフュージオ）」の事業化に

ついては、その実行計画の具体化を進めました。 

 

当第１四半期累計期間には、mRNA標的低分子創薬事業における各パートナーとの共同創薬研究が各々計画通りに進捗

しました。収益面では、共同創薬研究契約に基づき定期的に受け取る研究支援金等により、事業収益17,800千円(前年

同四半期比26.2%減)を計上しました。事業費用には研究開発費67,034千円を含む139,998千円が発生、営業損失は 

122,198千円(前年同四半期は81,056千円の営業損失)となりました。 

営業外損益においては、受取利息2,077千円など2,127千円を営業外収益に計上し、経常損失は120,070千円(前年同四

半期は79,192千円の経常損失)となりました。特別損益においては、当第１四半期累計期間中に取得した有形固定資産

の減損処理による減損損失135,520千円を特別損失に計上し、四半期純損失は256,373千円(前年同四半期は79,979千円

の四半期純損失)となりました。 
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（２）財政状態に関する説明 

財政状態の分析 

（資産） 

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて99,529千円（5.3%）減少し、1,785,382千円となりまし

た。これは主に流動資産にて現金及び預金の減少109,817千円があったことによるものです。 

 

（負債） 

当第１四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べて156,843千円（155.2%）増加し、257,879千円となりました。

これは主に流動負債にて未払金の増加113,954千円、固定負債にて資産除去債務の計上31,286千円等があったことによ

るものです。 

 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べて256,373千円（14.4%）減少し、1,527,503千円となりま

した。これは利益剰余金の減少256,373千円によるものです。 

自己資本比率は、前事業年度末の94.6%から9.0ポイント減少し、85.6%となりました。 

 

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

2026年12月期の業績予想について、2026年２月12日付でお知らせした内容に変更はありません。 

なお、本資料作成日時点において、中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格高騰やサプライチェーンの混乱による、

当社の事業活動や経営成績、財政状態への特段の影響はありません。 

本資料に記載した業績予想等は、本資料発表日現在にて入手可能な情報をもとに、当社が合理的と判断した一定の前

提に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因の変化等によって予想数値とは大きく異なる可能性

があることにご留意ください。 
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２．四半期財務諸表及び主な注記 

（１）四半期貸借対照表 
           (単位：千円) 
          

前事業年度 
(2025年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(2026年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,825,213 1,715,395 

  売掛金 8,822 - 

  貯蔵品 11,734 11,592 

  前渡金 3,249 5,747 

  前払費用 3,380 3,459 

  その他 12,971 29,733 

  流動資産合計 1,865,371 1,765,929 

 固定資産   

  有形固定資産 0 0 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 0 0 

   特許権 0 0 

   無形固定資産合計 0 0 

  投資その他の資産 19,541 19,452 

  固定資産合計 19,541 19,453 

 資産合計 1,884,912 1,785,382 

 
  



株式会社 Veritas In Silico (130A) 
2026 年 12 月期 第１四半期決算短信 

―5― 

           (単位：千円) 
          

前事業年度 
(2025年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(2026年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  未払金 39,974 153,928 

  未払法人税等 2,850 712 

  前受金 55,000 66,000 

  その他 3,211 5,951 

  流動負債合計 101,035 226,592 

 固定負債   

  資産除去債務 - 31,286 

  固定負債合計 - 31,286 

 負債合計 101,035 257,879 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,000 10,000 

  資本剰余金 2,402,941 2,402,941 

  利益剰余金 △629,065 △885,438 

  株主資本合計 1,783,876 1,527,503 

 純資産合計 1,783,876 1,527,503 

負債純資産合計 1,884,912 1,785,382 
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（２）四半期損益計算書 

第１四半期累計期間 

           (単位：千円) 
          前第１四半期累計期間 

(自 2025年１月１日 
 至 2025年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 2026年１月１日 

 至 2026年３月31日) 

事業収益 24,120 17,800 

事業費用   

 研究開発費 41,824 67,034 

 販売費及び一般管理費 63,351 72,963 

 事業費用合計 105,176 139,998 

営業損失（△） △81,056 △122,198 

営業外収益   

 受取利息 1,773 2,077 

 講義料 90 50 

 その他 - - 

 営業外収益合計 1,863 2,127 

経常損失（△） △79,192 △120,070 

特別損失   

 減損損失 - 135,520 

 特別損失合計 - 135,520 

税引前四半期純損失（△） △79,192 △255,591 

法人税、住民税及び事業税 786 782 

法人税等合計 786 782 

四半期純損失（△） △79,979 △256,373 
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

当社は、創薬プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

（キャッシュ・フロー計算書に関する注記） 

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。 

 

 
前第１四半期累計期間 
(自  2025年１月１日 
至  2025年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自  2026年１月１日 
至  2026年３月31日) 

減価償却費 2,834千円 1,772千円 
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独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 

 

独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 

 

2026年５月11日 

株式会社Veritas In Silico 

取締役会 御中 

 

東 陽 監 査 法 人 

東京事務所 

 
指 定 社 員 
業務執行社員 

 公認会計士 玉川 聡 

    
指 定 社 員 
業務執行社員 

 公認会計士 曽田  竜司 

 

監査人の結論 

当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社Veritas In Silicoの2026年１月１日から

2026年12月31日までの第11期事業年度の第１四半期会計期間（2026年１月１日から2026年３月31日まで）及び第１四半期

累計期間（2026年１月１日から2026年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益

計算書及び注記について期中レビューを行った。 

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等

の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四

半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさ

せる事項が全ての重要な点において認められなかった。 

 

監査人の結論の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されて

いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規

定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法

人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

 

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の

省略が適用されている。）に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の

省略が適用されている。）に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ

る。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

 

四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任 
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監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務

諸表に対する結論を表明することにある。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期

財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基

準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成さ

れていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確

実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を

表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将

来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び

我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基

準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められ

ないかどうかを評価する。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上 

 
 
 
(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社(四半期決算短信開示会社)が別途保管しております。 

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。 

 


